
訪問看護重要事項説明書 

１・事業の目的・方針 

事業の目的 

要介護又は要支援状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居

宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向

上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、居宅サービ

ス又は介護予防サービスを提供することを目的とします。 

運営の方針 

事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係

法令及びこの契約の定めに基づき、関係する区市町村や事業者、地域の保健・

医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要介護状態の軽減

や悪化の防止、もしくは要介護状態となることの予防のため、適切なサービス

の提供に努めます。 

 

２・指定訪問看護サービスを提供する事業者 

事業者名称 株式会社 ライブシンフォニー 

代表者氏名 代表取締役 林 克典 

本社所在地 

（連絡先及び電話番号等） 

〒062-0931 北海道札幌市豊平区平岸１条１７丁目２番１号 

東急ドエル平岸ビレジ１号棟４０４号室 

 TEL ０１１-８２７-９５８５  FAX ０１１-８２７-９５８５ 

 

３・利用者に対してのサービス提供を実施する事業所 

事業所の所在地等 

事業所名称 訪問看護 あお 

指定年月日 

事業者番号 

２０２５年１２月１日 

介護保険指定番号 0160592481  医療機関コード 0592481 

事業所所在地 
〒062-0931 北海道札幌市豊平区平岸１条 17 丁目２番１号 

東急ドエル平岸ビレジ 1号棟４０４号室 

連絡先 

相談担当者名 

TEL :０１１-８２７-９５８５ FAX ０１１-８２７-９５８４ 

管理者 渡邊 愛子ほ 

通常の事業実施地域 札幌市豊平区・中央区・白石区・清田区・西区・南区一部 

 

事業所窓口の営業時間帯 

営業日 月曜日～金曜日 但し、年末年始を除く 

営業時間 ９時００分～１８時００分  

 

サービス提供時間 

営業日／営業時間 月曜日～日曜日９時００分～１８時００分 但し、年末年始を除く 

緊急時は２４時間対応可能 

 

４・事業所の職員体制 

 人員数 従事するサービス内容 

管理者 常勤１名 適切な指定訪問看護（医師の指示に基づいた診療補助業務と自分らしい日常

生活援助）が行われるよう、実践・予定の管理を行います 



 

必要な記録の作成に関し、指導及び管理を行います 

従業者が、法令遵守や看護倫理・事業理念に基づいたケアを実践できるよう、

人材育成・指導を行います 

看護師 常勤２名 

以上 

利用者を取り巻くすべての協働事業者と看護記録等を活用した情報共有を

行い、連携を図ります 

状態変化時、利用者等の要望に沿って訪問看護計画の作成・変更を行い、利

用者等への説明と同意を得て、交付いたします 

利用者の病状、心身の状況やその環境等の把握に努め、利用者と家族の思い

に寄り添ったケアの実践を行います 

 

５・提供するサービスの内容と禁止行為 

(1)提供するサービスの内容 

サービス種類 サービスの内容 

訪問看護 

計画の作成 

医師の指示に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目

標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画を作成します。 

訪問看護の 

提供 

看護師等を利用者の居宅に派遣し、主治医との密接な連携及び訪問看護計画に基づ

き、利用者の心身の機能の維持回復が図れるサービスを提供します。看護師等は、看

護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚療法士です。 

具体的な訪問看護の内容 

健康観察、健康相談（食事、排泄、環境整備等も含む） 

日常生活の援助（清潔の保持、体位変換・食事・排泄介助等） 

合併症の予防ケア（床ずれ、肺炎、尿路感染、便秘、リハビリ等） 

医療処置・医療機器管理（床ずれ、吸引、経管栄養、在宅酸素、留置カテーテル類、

疼痛薬・内服・点滴等） 

生活環境の調整・精神的支援等の総合的な看護 

認知症の看護（環境調整、事故防止対策・相談等） 

その他（在宅ケアに関する社会資源・諸サービスの情報提供、ご家族の相談支援） 

 

(2)看護師等の禁止行為 

看護師等はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。 

①利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

②利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

③身体拘束その他利用者の行動を制限する行為 

➃その他利用者又は家族等に対して行う宗教・政治・営利活動、その他迷惑行為 

⑤利用者の私物を意図的に壊す事や隠すこと 

⑥身体的暴力行為、一方的に恫喝すること 

 

(3)利用者、及びご家族におけるサービス利用上の禁止行為 

利用者または家族等による、看護師等に対する以下のハラスメント行為を禁止行為としています。 

①サービスに必要がないことを強制的に行わせること 

②故意に、必要な情報や連絡事項を与えないこと 

③不必要な身体への接触、交際・性的関係の強要、わいせつ図画の閲覧・配布・掲示 

④容姿および身体上の特徴などに関する不必要な発言・質問 



 

⑤故意に、個人を中傷するうわさの流布及び個人のプライバシーの侵害 

⑥故意に、施設を中傷するうわさの流布及び、信頼失墜に関する行動 

⑦身体的暴力行為、一方的に恫喝すること 

 

６・利用料 

サービスを利用した場合の「訪問看護利用料」は下記のとおりであり、利用者様からお支払いいただく

「利用者負担金」は、原則として訪問看護利用料の１割（一定以上の所得のある方は２割又は３割）の

額です。ただし、医療保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負

担いただきます。 

＊利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を３ヶ月分以上滞納した場合には、事業者

は１ヶ月以上の相当な期間を定めてその支払いを催告し、期間満了までに支払わない場合には、サービ

ス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。  

 

① キャンセル料 

キャンセルの連絡は原則前日の１８時までにお願いします。 

利用予定直前又は訪問時にご不在であった場合はキャンセル料(３３００円)をいただきます。 

ただし、体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要とします。 

 

➁支払い方法 

 利用月ごとの利用者負担額の明細書を添えて、請求月の１０日頃に郵送いたします。 

 同月２６日にご指定の金融機関口座からの引き落とし、もしくは直接振り込みをお願いたします。 

なお、利用者負担金の受領に関わる領収書等については、利用者負担金の支払いを受けた後、翌月の請

求書と合わせて郵送いたします。 

 

【振込先】  

金融機関名：北海道銀行 支店：澄川支店 口座種別：普通 口座番号：１０００１５８  

口座名義：(カ)ライブシンフォニー  

 

 

 

 

 

 

 

訪問看護利用料                              2025 年 12 月現在 

① 基本料金 （要介護）                 （札幌市 7級地 10.21 円） 

サービス内容 所要時間 介護保険

(単位) 

1 割負担

(円) 

2 割負担

(円) 

3 割負担

(円) 

20 分未満 314 320 641 961 

30 分未満 471 480 961 1442 

30 分以上 1時間未満 823 840 1680 2520 

1 時間以上 1時間 30 分未満 1128 1151 2303 3455 



 

  基本料金 （要支援） 

サービス内容 所要時間 介護保険

(単位) 

1 割負担

(円) 

2 割負担

(円) 

3 割負担

(円) 

20 分未満 303 309 618 927 

30 分未満 451 460 920 1380 

30 分以上 1時間未満 794 810 1620 2430 

1 時間以上 1時間 30 分未満 1090 1112 2224 3336 

 

② 1 か月に請求させていただく費用 

緊急時訪問加算 負担軽減取

り組み実施 

1 月につき 600 612 1225 1837 

緊急時訪問加算 上記以外 1 月につき 574 586 1172 1758 

特別管理加算 A 1 月につき 500 510 1021 1531 

特別管理加算 B 1 月につき 250 255 510 765 

口腔連携強化加算  1 月につき 50 51 102 153 

退院時共同指導加算  月 2 回まで 600 612 1225 1837 

 

③ 該当する場合に都度請求させていただく費用 

夜間加算(18 時～22 時)早朝加算(6 時

～8時) 

月の緊急訪問 2回目から加算 基本単位数の 25％増 

深夜加算(22 時～6時) 月の緊急訪問 2回目から加算 基本単位数の 50％増 

長時間訪問加算 1 回につき 300 306 612 918 

複数名訪問加算(2 名の看護師) 30 分未満 254 259 518 778 

30 分以上 402 410 820 1231 

複数名訪問加算(看護師と看護補助者) 30 分未満 201 205 410 615 

30 分以上 317 323 647 970 

初回加算 Ⅰ 1 月につき 350 357 714 1072 

初回加算 Ⅱ 1 月につき 300 306 612 918 

ターミナルケア加算 当該月 2500 2552 5105 7657 

その他  

同一建物に対する減算 所定単位数×90％ 所定単位数×80％ 

【医療保険】訪問看護料金表 

①基本料金                                (単位 円) 

同一の建物内の複数(2 人)の利用者に同一訪問し

た場合 

金額 1 割負担 2 割負担 3 割負担 

訪問基本療養費 Ⅰ 週 3日まで 5550 555 1110 1665 

週 4 日目以降 6550 655 1310 1965 

同一の建物内の複数(3 人以上)の利用者に同一訪

問した場合 

    

訪問基本療養費 Ⅱ 週 3日まで 2780 278 556 834 

週 4 日目以降 3280 328 656 984 

訪問看護管理療養費 月の初日 7670 767 1534 2301 



 

2 日目以降 2500 250 500 750 

 

②加算・減算(ご本人の希望、状態、訪問看護事業所の体制により変動する場合があります) 

 金額 1 割負担 2 割負担 3 割負担 

24 時間対応体制

加算 

負担軽減取り組み

の実施 

1 月につき 6800 680 1360 2024 

上記以外 1 月につき 6520 652 1304 1956 

緊急時訪問看護

加算 

14 日目まで 1 日につき 2650 265 530 795 

15 日以降 1 日につき 2000 200 400 600 

早朝・夜間加算(6 時～8時)(18 時～22 時) 2100 210 420 630 

深夜加算(22 時～6時) 4200 420 840 1260 

長時間訪問看護加算 週 1回まで 5200 520 1040 1560 

特別管理加算 Ⅰ 1 月につき 5000 500 1000 1500 

Ⅱ 1 月につき 2500 250 500 750 

退院時共同指導

加算 

月 2回まで 1月につき 8000 800 1600 2400 

特別管理指導加算 退院時 2000 200 400 600 

退院時支援指導加算 退院時 6000 600 1200 1800 

複数名訪問加算 

(同一建物内 1～2人) 

看護師 

看護補助

者 

週 1 回まで 4500 450 900 1350 

週 3 回まで 3000 300 600 900 

看護補助

者 

1 回/日 3000 300 600 900 

2 回/日 6000 600 1200 1800 

3 回/日 10000 1000 2000 3000 

複数名訪問加算 

(同一建物内 3人以上) 

看護師 週 1回まで 4000 400 800 1200 

看護補助

者 

週 3 回まで 2700 270 540 810 

看護補助

者 

1 回/日 2700 270 540 810 

2 回/日 5400 540 1080 1620 

3 回/日 9000 900 1800 2700 

難病等複数回訪問加算 

(同一建物内 1～2人) 

1 日 2 回 1 日につき 4500 450 900 1350 

1 日 3 回 1 日につき 8000 800 1600 2400 

難病等複数回訪問加算 

(同一建物内 3人以上) 

1 日 2 回 1 日につき 4000 400 800 1200 

1 日 3 回 1 日につき 7200 720 1440 2160 

DX 加算 1 月につき 50 5 10 15 

 

③その他の療養費 

 金額 1 割負担 2 割負担 3 割負担 

訪問看護情報提供書療養費Ⅰ 1 回につき 1500 150 300 450 

訪問看護情報提供書療養費Ⅱ 1 回につき 1500 150 300 450 

訪問看護情報提供書療養費Ⅲ 1 回につき 1500 150 300 450 

訪問看護ターミナル療養費１ 死亡月 25000 2500 5000 7500 



 

訪問看護ターミナル療養費 2 10000 1000 2000 3000 

 

自費料金  

エンゼルケア 20000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７・サービスの提供にあたって 

①サービスの提供に先立って、医療保険証等に記載された内容を確認させていただきます。被保険者の

住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 

➁特定医療費自己負担上限管理表は、毎月、記載必要事項がありますので一時的にお預かりすることが

あります。 

③サービス提供の時間は、別の訪問や緊急訪問等により、時間が前後することがありますのでご了承く

ださい。  

④訪問看護師の固定や指名はできませんのでご了承ください。 

 

８・虐待防止・身体拘束 

虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要

な措置を講じます。 

① 虐待防止のための指針の整備をしています。 

② 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。サービス提供中に、当該

事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）による虐待を受けたと思われ



 

る利用者を発見した場合は、速やかに、これを区市町村に通報します。 

③ 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を

図っています。 

 

身体的拘束等について 

事業者は、原則として利用者に対して身体的拘束等を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある

場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられ、以下の①～③の要

件をすべて満たすときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、必要最小限の範囲内で身体的拘束等

を行うことがあります。その場合は、対応及び時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由、経

過観察並びに検討内容についての記録を行います。また事業者として、身体的拘束等をなくしていくた

めの取り組みを積極的に行います。 

 

①切迫性：利用者本人又は他者の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高い 

②非代替性：身体拘束その他の行動制限に他に代わる対応方法がない 

④ 一時性：身体拘束その他の行動制限が一時的なものである 

 

９・業務継続に向けた取り組みの強化について 

①感染症等や非常災害の発生において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施するため及

び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し当該業務継続計画に従って必要な措置を

講じます。 

➁職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 

② 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

 

 

１０・感染症対策  

事業所において感染症等の発生又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

①訪問看護者等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

②事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

③事業所における感染症等の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね６月に１回

以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底しています。 

➃事業所における感染症等の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

⑤ 従業者に対し、感染症等の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

１１・ハラスメント防止 

事業者は、現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメント 

防止に向け取り組みます。 

①事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下

記の行為は組織として許容しません。 

・身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為 

・個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 

・意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為 

②ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等により、同



 

時案件が発生しない為の再発防止策を検討します。 

③従業者に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。 

➃ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要

な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。 

 

１２・個人情報の保護 

(1)利用者及びその家族に関する秘密の保持について 

①事業者及び従業者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、

第三者に漏らしません。また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても

継続します。 

②事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間

及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とし

ます。 

(2)個人情報の保護について 

①事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医

療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、同意いただい

た「個人情報取り扱いの同意書」に沿って適切な取り扱いに努めます。 

②事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物については、善良な管理者の注意

をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします 

 

１３・緊急時の対応方法 

サービス提供中に、利用者に病状の急変等が生じた場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必

要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。 

 

１４・事故発生時の対応方法 

利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、区市町村、利用者の家族、利用者に係る

居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、賠償すべき事故が発生し

た場合は損害賠償を速やかに行います。ただし、当事業所の故意または過失によらないときは、この限

りではありません。なお、当事業者は損害保険に加入するものとし、自らが負担すべき費用に関し、当

該保険金をもって充当するものとします。 

 

 

１５・身分証の携行義務 

サービスの従業者は、常に身分証明証を携帯し、初回訪問および利用者またはその家族から提示を求め

られたときは、いつでもこれを提示します。 

 

１６・協働事業者等との連携 

事業者は、サービスの提供にあたり、かかりつけ医師及び介護支援専門員、その他保健、医療及び福祉

サービスを提供する者との連携を密に行います。サービスの実施結果、修正・変更点など、通信システ

ム等を活用して速やかに共有します。 

 

１７・サービス提供の記録 

①サービスの提供ごとに記録を行うこととし、その記録は契約を終了した日から５年間保存します。 



 

➁利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することがで

きます。ただし、複写に際しては、利用者に事業者が実費相当額を請求いたします。 

 

１８・サービス提供に関する相談、苦情 

サービスに関する相談や担当看護師の変更、苦情については、次の窓口で対応いたします。 

相談窓口 

電話番号 : 011-827-9585 

担当者 ：管理者  渡邊 愛子 

対応時間：平日 9：00～18：00 

公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。 

相談窓口① 

名称：札幌市社会福祉協議会・運営適正化委員会 

所在地：北海道札幌市中央区大通西 19-1-1 札幌市社会福祉総合センター3 階 

電話番号：011-632-0550 対応時間：9:00～17:00 

相談窓口② 

名称：北海道国民健康保険団体連合会 介護・障害支援課 企画苦情係 

所在地：北海道札幌市中央区南 2条西 14 丁目 国保会館 

電話番号：011-231-5161 対応時間：9:00～17:00 

 

 

 

 

 

 

 

この重要事項説明書の説明年月日        年    月    日 

          説明者                    ㊞ 

 

 

私は、事業者より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。 

  

利 用 者   住 所                                                          

 

氏 名                                         ㊞ 

 

署名代行者（又は法定代理人） 

住 所                              

 

本人との続柄                                   

 

氏 名                       ㊞ 


